
除染特別地域における除染

除染特別地域とは？

除染特別地域：福島県楢葉町、富岡町、大熊町、双
葉町、浪江町、葛尾村、及び飯舘村。並びに田村市、
南相馬市、川俣町、川内村で警戒区域又は計画的
避難区域であったことのある地域。

除染特別地域とは、国が除染の計画を策定し除染
事業を進める地域として、放射性物質汚染対処特
別措置法に基づき指定されている地域です。基本的
には、事故後1年間の積算線量が20ミリシーベルト
を超えるおそれがあるとされた「計画的避難区域」と、
福島第一原子力発電所から半径20km圏内の「警戒
区域」であった地域を指します。住民の方が避難さ
れているなどの事情があるため、福島県の他の区
域で除染が必要な地域とは、除染の進め方※が異
なります。
※｢他の地域」では市町村が計画を策定し除染が進められま
す。
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汚染状況重点調査地域は、市町村が中心となっ
て除染を実施する地域です。これらは、地域の
空間線量率が毎時0.23マイクロシーベルト以上
の地域を含む市町村のうち、放射性物質汚染対
処特措法に基づき、汚染状況について重点的な
調査測定が必要である「汚染状況重点調査地
域」として指定を受けた市町村※です。指定を受
けた市町村は、必要に応じて重点的な調査測定
を実施して実際に除染を行っていく区域（除染
実施区域）を定めた上で、当該区域についての
除染の計画（除染実施計画）を策定し、この計
画にのっとって除染を進めることとなります。

※全国で8県99市町村を指定（岩手県、宮城県、
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千
葉県）（平成27年2月現在）。
このうち除染実施計画を94市町村（当面策定予
定の市町村全て）において策定し、除染を実施。
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